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丹
後
国
竹
野
郡
中
浜
村
（
現
、
京
丹
後
市
）
庄
屋
永
雄
家
に
伝
来
の
御
用
留

（
京
都
府
立
丹
後
郷
土
資
料
館
に
寄
託
）
の
中
に
、
天
保
年
間
に
継
ぎ
送
っ
た
浦

触
に
関
す
る
記
事
が
み
ら
れ
る
。
天
保
九
（
一
八
三
八
）
年
正
月
か
ら
弘
化
二
年

（
一
八
四
五
）
七
月
ま
で
を
対
象
に
し
た
御
用
留
二
冊
に
書
き
留
め
ら
れ
た
一
二

件
で
あ
る
（
【
表
】
）
。
以
下
、
本
論
の
補
説
と
し
て
紹
介
す
る
。
ち
な
み
に
、
当

時
中
浜
村
は
久
美
浜
代
官
所
宇
川
下
組
に
属
す
る
幕
領
で
あ
っ
た
。

　

＊
永
雄
家
に
伝
来
の
御
用
留
は
四
冊
あ
る
。
た
だ
し
Ⓒ
、
ⓓ
に
は
浦
触
関
係
記

事
の
収
録
は
な
い
。

　
　

ⓐ
天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
正
月
～
天
保
十
三
年
（
一
八
四
二
）
八
月
。

　
　
　

（
京
丹
後
市
史
編
さ
ん
委
員
会
『
京
丹
後
市
史
資
料
編　

久
美
浜
代
官
所

関
係
史
料
集
』
二
〇
一
四
年
、
に
翻
刻
文
を
収
録
）

　
　

ⓑ
天
保
十
三
年
（
一
八
四
二
）
八
月
～
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
七
月
。

　
　

Ⓒ
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
八
月
～
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）
九
月
。

　
　

ⓓ
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
八
月
～
嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）
九
月
。

　

一
二
通
の
浦
触
関
係
記
事
は
、
内
容
や
発
信
者
、
宛
先
な
ど
か
ら
大
き
く
三
種

類
に
分
け
ら
れ
る
。
（
一
）
幕
府
勘
定
奉
行
所
発
信
浦
触
関
係
四
件
、
（
二
）
佐
渡

水
替
え
人
足
輸
送
関
係
五
件
、
（
三
）
ロ
ー
カ
ル
海
事
関
係
三
件
で
あ
る
。
順
番

に
見
て
い
こ
う
。

補
説　

丹
後
国
竹
野
郡
中
浜
村
「
御
用
留
」
の
浦
触
関
係
記
事

水
本 

邦
彦     

（
一
）
幕
府
勘
定
奉
行
所
浦
触
関
係

　

幕
府
勘
定
奉
行
所
発
信
の
浦
触
は
四
通
あ
り
、
宛
先
は
い
ず
れ
も
石
見
か
ら
若

狭
ま
で
の
八
ヵ
国
浦
付
き
村
々
で
あ
る
。
内
容
は
①
⑪
⑫
が
幕
府
年
貢
米
廻
船
に

関
す
る
も
の
、
⑤
―
１
が
幕
府
へ
の
献
上
材
木
の
流
出
に
つ
い
て
で
あ
る
。
各
浦

触
に
は
石
見
国
大
森
代
官
の
添
状
が
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
は
幕

府
勘
定
奉
行
所
か
ら
大
森
代
官
所
に
送
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
八
ヵ
国
へ
廻
さ
れ
た
こ

と
が
わ
か
る
。

　

⑤
―
１
お
よ
び
⑪
の
代
官
添
状
に
、
石
見
国
内
廻
達
お
よ
び
触
れ
返
却
に
関
す

る
指
示
が
記
さ
れ
て
い
る
。
⑤
―
１
で
示
せ
ば
、

石
見
国
迩
摩
郡
宅
野
村
（
現
、
大
田
市
仁
摩
町
）
よ
り
長
門
国
境
迄
、
浦
々

不
洩
様
昼
夜
ニ
不
限
刻
付
ヲ
以
相
廻
、
留
り
浦
よ
り
猶
又
右
宅
野
村
迄
早
々

継
戻
、
夫
よ
り
若
狭
国
迄
津
々
浦
々
順
能
相
廻
、
同
国
浦
方
触
留
よ
り
、
右

浦
触
本
紙
并
請
印
帳
、
此
添
触
共
一
同
、
石
見
国
大
森
陣
屋
我
等
役
所
江
可

相
返
も
の
也

　

す
な
わ
ち
、
大
森
代
官
所
足
下
の
海
辺
村
で
あ
る
宅
野
村
か
ら
、
ま
ず
西
方
の
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＊は刈谷市教育委員会『刈谷町庄屋留帳』による。

№ 記事
年月日

西暦 内容 浦触発信者 宛先 発信年月
日

廻達
ルート

備考

① 天保9.5.11838 豊後国年貢長崎廻

米積船の捜索浦触

御用人 9人（勘

定奉行・吟味役）

石見、出雲、隠

岐、伯耆、因幡、

但馬、丹後、

9.3.27 久僧→中

浜→尾和

請書控あ

り

若狭　右 8ヵ国

浦付（以下、8

ヵ国と略す）
② 9.5.28 佐渡国城米積船、

湊宮沖で破船の浦

触

和田主馬手代島

津清助

湊村浦々袖志留

り（御用先湊宮

～袖志）

9.5.28 和田主馬

＝久美浜

代官
③ 9.6.10 同上引き上げ米・

空俵の入札触

同上 葛野～中浜 13

ヵ村　右村々役

人中

9.6.9

④－ 1 9.8.17 出羽国年貢江戸廻

米積船、輪島岬沖

で遭難の浦触

大井帯刀手代菊

地旦次郎

越前敦賀湊より

丹後国経岬浦迄

9.8.8 中浜→久

僧

大井帯刀

＝飛騨郡

代
④－ 2 9.8.20 同上浦触の受け渡

しの件

─ 久僧→中

浜→尾和

返送触れ

ヵ
⑤－ 1 9.10.29 尾張殿献納材木流

失につき捜索の浦

触

勘定奉行・吟味

役 8人

8ヵ国浦付、御

料・私領　名主・

組頭

9.8.4 大森代官

岩田鍬三

郎の添状

あり
⑤－ 2 請書案文取り落と

しの詫び廻状

但馬国美含郡切

浜村庄屋・百姓

代

御村々 9.10. 晦 久美浜郷

宿の添状

あり
⑥ 10.5.21 1839 佐渡金銀山水替え

人足 10 人輸送の予

告浦触

堀伊賀守、跡部

山城守

10.3. 久僧→中

浜→尾和

雲州様添

書など 5

通あり
⑦ （11.6. ～

11.12.）

1840 同上の不調法扱い

村吟味の浦触

大坂廻船年寄 大坂より佐渡迄

浦々　庄屋中・

年寄中

11.6.

⑧ 12.2.28 1841 同上浦触の返送の

件

─ 中浜→久

僧
⑨ 12.5.27 佐渡水替え人足浦

触継ぎ送りの浦触

大坂役所 久僧→中

浜→尾和

浦触本文

なし

⑩ 13.4.2 1842 佐渡金銀山水替え

人足 30 人輸送の予

告浦触

徳山石見守、阿

部遠江守

御領・私領　庄

屋・年寄

13.3. 久僧→中

浜→尾和

雲州様添

書などあ

り
⑪ （13.8.） 摂州灘目廻船に城

米御備え船申し付

け浦触

御名前 9人（勘

定奉行・吟味役）

8ヵ国 13.7. 大森代官

岩田鍬三

郎の添状

あり
⑫ 15.10.12 1844 奥州年貢江戸廻米

積船の捜索浦触

御名前 7人（勘

定奉行・吟味役）

8ヵ国 (15.8.9)* 久僧→中

浜→尾和

【表】中浜浦触一覧
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長
門
国
境
ま
で
廻
し
た
後
に
宅
野
村
ま
で
継
ぎ
戻
し
、
そ
の
後
順
々
に
東
方
へ
送

る
よ
う
に
と
の
指
示
で
あ
る
。
こ
れ
は
中
継
地
の
大
森
代
官
所
が
石
見
国
東
部
に

位
置
し
た
た
め
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
右
の
⑤
―
１
浦
触
は
、
若
狭
国
ま
で
廻
し
た
後
は
大
森
代
官
所
に
戻
す

よ
う
に
と
の
指
示
だ
っ
た
が
、
返
却
先
は
い
ろ
い
ろ
だ
っ
た
。

　

①
触
れ
留
ま
り
よ
り
最
寄
り
代
官
和
田
主
馬
（
久
美
浜
代
官
）
へ
返
却
せ
よ
。

　

⑪
触
れ
留
ま
り
よ
り
最
寄
り
代
官
大
草
太
郎
左
衛
門
（
生
野
代
官
）
へ
返
却
せ

よ
。

⑫
触
れ
留
ま
り
よ
り
最
寄
り
代
官
岡
崎
兼
三
郎
（
久
美
浜
代
官
）
へ
返
却
せ
よ
。

　

久
美
浜
代
官
所
が
二
通
、
生
野
代
官
所
が
一
通
で
あ
る
。
同
じ
く
幕
府
年
貢
米

船
に
関
す
る
触
れ
で
あ
り
、
宛
所
の
国
々
や
廻
達
ル
ー
ト
も
同
様
で
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
返
却
先
が
異
な
る
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
今
の
と
こ
ろ
不

明
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
⑤
―
１
の
浦
触
に
関
し
て
は
、
継
ぎ
送
り
の
途
中
、
出
石
藩
領
但

馬
国
城
崎
郡
切
浜
村
（
現
豊
岡
市
竹
野
町
）
が
失
態
を
犯
し
て
い
た
。
⑤
―
２
の

詫
び
廻
状
か
ら
事
情
が
分
か
る
。
浦
触
書
類
一
式
を
同
村
か
ら
次
村
へ
送
る
際
に
、

請
書
案
文
を
取
り
落
と
し
渡
し
損
ね
て
い
た
の
で
あ
る
。
失
態
に
気
付
い
た
切
浜

村
庄
屋
・
百
姓
代
は
そ
の
旨
を
久
美
浜
代
官
所
に
届
け
出
、
代
官
所
の
指
示
で
詫

び
廻
状
を
作
成
、
久
美
浜
郷
宿
の
添
状
付
き
で
請
書
案
文
を
後
送
し
た
。
時
系
列

で
記
せ
ば
次
の
様
に
な
る
。

・
天
保
九
年
八
月
四
日
、
尾
張
殿
献
上
材
木
流
出
に
関
す
る
浦
触
が
勘
定
奉
行

所
か
ら
発
信
さ
れ
る
。

・
九
月
二
十
二
日
、
中
継
地
の
大
森
代
官
所
代
官
岩
田
鍬
三
郎
が
添
状
を
付
け
、

八
か
国
宛
に
発
信
。

・
十
月
某
日
、
浦
触
受
け
渡
し
の
際
、
但
馬
国
城
崎
郡
切
浜
村
が
請
書
案
文
を

取
り
落
と
す
。

・
十
月
二
十
九
日
辰
刻
、
浦
触
が
中
浜
村
に
到
来
、
次
村
（
尾
和
村
）
へ
送
る
。

・
十
月
晦
日
、
久
美
浜
代
官
の
指
示
で
切
浜
村
が
詫
び
廻
状
を
作
成
。
久
美
浜

郷
宿
の
添
状
付
き
で
発
信
す
る
。

・
十
一
月
（
某
日
）
、
詫
び
廻
状
が
中
浜
村
付
近
を
通
過
す
る
。

（
二
）
佐
渡
水
替
え
人
足
輸
送

　

大
坂
町
奉
行
か
ら
発
信
さ
れ
た
佐
渡
水
替
え
人
足
輸
送
浦
触
に
関
す
る
記
事

は
、
五
件
あ
っ
た
（
⑥
～
⑩
）
。
こ
の
う
ち
⑥
と
⑩
は
輸
送
予
告
触
れ
で
、
両
者

と
も
廻
達
後
は
幕
府
の
佐
渡
国
相
川
奉
行
所
へ
差
し
出
す
よ
う
に
と
指
示
し
て
い

る
。

　

天
保
十
二
年
五
月
に
中
浜
村
付
近
を
通
過
し
た
⑨
に
つ
い
て
は
、
「
大
坂
よ
り

浦
触　

一
、
佐
渡
国
水
替
人
足
」
と
書
き
留
め
る
の
み
だ
が
、
恐
ら
く
⑥
や
⑩
と

同
内
容
だ
っ
た
と
見
て
よ
い
。

　

佐
渡
水
替
え
人
足
関
係
記
事
の
⑦
と
⑧
は
、
前
年
廻
達
の
浦
触
⑥
に
対
し
て
粗

雑
な
扱
い
を
し
た
村
探
し
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
⑥
の
廻
達
中
に
、
浦
触
本
文

の
「
差
」
と
「
沖
」
の
字
の
箇
所
に
墨
が
付
け
ら
れ
、
ま
た
、
上
包
紙
も
御
触
状

入
れ
の
箱
紐
も
な
く
な
っ
て
い
た
と
い
う
。
⑦
は
、
こ
の
件
に
関
し
て
大
坂
町
奉

行
所
か
ら
調
査
を
命
じ
ら
れ
た
大
坂
廻
船
年
寄
発
信
の
浦
触
で
あ
る
。
佐
渡
迄
の

各
村
は
⑥
を
ど
の
よ
う
に
扱
っ
た
か
記
せ
と
し
た
う
え
で
、
し
か
し
「
此
廻
状
、

右
不
束
之
三
ヶ
状
（
条
）
相
分
り
候
得
者
、
其
次
浦
江
ハ
不
及
相
廻
間
、
早
々
其

所
よ
り
浦
方
順
々
可
被
差
返
事
」
と
、
不
調
法
村
が
判
明
次
第
、
触
は
そ
こ
か
ら

大
坂
へ
返
送
せ
よ
と
し
て
い
る
。
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⑧
は
、
右
の
廻
船
年
寄
触
れ
⑦
を
中
浜
村
か
ら
久
僧
村
へ
継
ぎ
送
っ
た
と
す
る

覚
え
書
き
で
あ
る
。
⑦
の
発
信
か
ら
八
か
月
も
経
過
し
て
い
る
こ
と
や
、
触
れ
の

受
け
渡
し
が
通
常
と
は
逆
に
、
中
浜
か
ら
久
僧
へ
の
西
向
き
で
あ
る
こ
と
な
ど
か

ら
推
し
て
、
こ
の
時
に
通
過
し
た
の
は
、
調
査
の
役
割
を
終
え
大
坂
へ
返
送
途
上

に
あ
っ
た
⑦
と
推
測
さ
れ
る
。
不
調
法
を
働
い
た
の
は
、
中
浜
村
よ
り
東
部
に
位

置
す
る
丹
後
～
佐
渡
間
の
い
ず
れ
か
の
村
だ
っ
た
よ
う
だ
。

（
三
）
ロ
ー
カ
ル
海
事

　

こ
の
時
期
、
幕
府
勘
定
奉
行
所
や
大
坂
町
奉
行
所
発
信
の
広
域
浦
触
の
ほ
か
、

比
較
的
ロ
ー
カ
ル
な
範
囲
を
対
象
に
し
た
浦
触
も
廻
っ
て
い
た
。
久
美
浜
代
官
所

手
代
発
信
の
②
と
、
飛
騨
郡
代
手
代
発
信
の
④
で
あ
る
。
②
は
、
佐
渡
か
ら
大
坂

へ
の
城
米
積
船
が
湊
宮
沖
で
遭
難
し
た
の
で
米
と
船
具
を
捜
せ
、と
命
じ
て
い
る
。

ま
た
、
④
は
、
出
羽
国
よ
り
江
戸
へ
の
廻
米
積
船
が
輪
島
沖
で
遭
難
し
た
、
漂
流

物
を
見
つ
け
た
ら
届
け
出
よ
と
し
て
い
る
。

　

③
は
、
②
の
遭
難
事
件
か
ら
十
日
ほ
ど
後
に
発
信
さ
れ
た
引
き
揚
げ
品
の
入
札

触
れ
で
あ
る
。
品
目
は
五
斗
入
り
米
俵
二
〇
〇
俵
と
空
俵
一
三
俵
。
宛
所
に
は
、

遭
難
海
域
近
く
の
湊
宮
村
（
丹
後
国
熊
野
郡
。
現
、
京
丹
後
市
）
か
ら
中
浜
村
に

至
る
海
辺
村
一
三
ヵ
村
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

④
は
、
飛
騨
郡
代
大
井
帯
刀
の
手
代
菊
地
旦
次
郎
が
越
前
国
敦
賀
か
ら
発
信
し

た
浦
触
で
あ
る
。
輪
島
沖
で
遭
難
し
た
廻
米
積
船
が
敦
賀
湊
に
入
津
し
た
た
め
、

同
地
に
出
張
し
て
発
信
し
た
の
で
あ
る
。
菊
地
は
、
越
前
国
の
幕
領
支
配
の
た
め

に
同
国
丹
生
郡
に
置
か
れ
た
本
保
陣
屋
（
現
、
武
生
市
本
保
町
）
詰
め
の
飛
騨
郡

代
手
代
で
あ
る
（
『
福
井
県
史
』
通
史
編
３
、
近
世
一
）
。

　

八
月
八
日
付
け
で
発
信
さ
れ
た
こ
の
触
れ
は
「
越
前
国
敦
賀
湊
よ
り
丹
後
国
経

岬
浦
迄
」
を
宛
所
に
し
て
い
た
が
、
同
月
十
七
日
に
、
経
岬
よ
り
西
に
位
置
す
る

中
浜
村
へ
も
廻
っ
て
来
た
。
同
村
で
は
西
隣
の
久
僧
村
へ
継
ぎ
送
る
。
ど
う
や
ら

宛
所
を
越
え
て
廻
達
さ
れ
た
も
の
ら
し
い
。
案
の
定
、
二
十
日
に
は
久
僧
村
か
ら

逆
送
さ
れ
る
。
い
ず
れ
か
の
地
点
か
ら
返
送
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
中
浜
村
で
は

す
ぐ
に
こ
れ
を
東
隣
の
尾
和
村
へ
送
り
戻
し
て
い
る
。

　

以
上
、
中
浜
村
御
用
留
に
記
録
さ
れ
た
浦
触
関
係
記
事
を
紹
介
し
た
。

　

な
お
、
試
み
に
こ
の
期
間
に
廻
達
さ
れ
た
浦
触
を
本
論
で
取
り
上
げ
た
亀
島
村

浦
触
一
覧
（
本
論
・
表
１
）
と
照
合
す
る
と
、
亀
島
村
に
関
わ
ら
な
い
②
と
③
を

除
い
た
中
浜
村
一
○
件
の
う
ち
、
表
１
に
対
応
す
る
の
は
①
⑨
⑩
⑪
の
四
件
に
留

ま
る
。
逆
に
表
１
の
天
保
十
四
年
五
月
五
日
触
れ
は
、
中
浜
村
に
は
見
え
な
い
。

そ
も
そ
も
中
浜
村
に
限
っ
て
も
、
弘
化
・
嘉
永
期
の
御
用
留
Ⓒ
ⓓ
に
は
浦
触
記
事

は
一
件
も
見
え
な
い
の
で
あ
る
。
各
村
が
ど
の
よ
う
な
基
準
を
も
っ
て
留
帳
へ
の

収
録
採
否
を
決
め
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
検
討
課
題
で
あ
る
。

【
参
考
文
献
】

水
本
邦
彦
『
海
辺
を
行
き
交
う
お
触
れ
書
き
―
浦
触
の
語
る
徳
川
情
報
網
―
』
吉

川
弘
文
館
、
二
○
一
九
年
。

【
そ
の
他
水
本
邦
彦
氏
の
浦
触
関
係
論
考
】
（
本
書
註
）

・
「
『
公
儀
浦
触
』
に
つ
い
て
」
（
『
日
本
歴
史
』
五
〇
一
、
一
九
九
〇
年
）
。

・
「
〈
浦
触
〉
と
丹
後
の
浦
々
」
『
京
都
府
古
文
書
調
査
報
告
書　

丹
後
漁
業
関
係

古
文
書
目
録
』
（
一
九
九
四
年
）
。
※
本
書
掲
載

・
「
〈
公
儀
浦
触
〉
発
給
の
諸
段
階
」
（
『
日
本
国
家
の
史
的
特
質
』
近
世
・
近
代
、
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思
文
閣
出
版
、
一
九
九
五
年
）
。

・
「
浦
触
と
房
総
の
村
々
―
上
総
国
の
名
主
文
書
か
ら
―
」
（
『
立
命
館
文
学
』

五
四
二
、
一
九
九
五
年
）
。

・
「
近
世
の
国
継
浦
触
と
海
事
―
九
州
の
場
合
―
」
（
『
洛
北
史
学
』
四
、
二
〇
〇
二

年
）
。

・「
『
触
書
』
伝
達
と
近
世
社
会
」
（
『
日
本
史
に
お
け
る
情
報
伝
達
』
創
風
社
出
版
、

二
〇
一
二
年
）
。

・
「
海
辺
村
か
ら
み
た
幕
藩
体
制
」
（
『
徳
川
社
会
論
の
視
座
』
敬
文
舎
、

二
〇
一
三
年
）
。

(

本
稿
は
、
今
回
本
書
の
た
め
に
、
「
〈
浦
触
〉
と
丹
後
の
浦
々
」
の
補
説
と
し
て

新
た
に
執
筆
し
て
い
た
だ
い
た
も
の
で
あ
る
）


